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○ 救急医療実態調査分析事業

○ 地域医療構想に関するデータ分析事業

・病床機能分化・連携推進事業
・病床機能再編支援事業

○ 地域医療構想調整会議等における協議・検討

◆ 救急患者の搬送実績や、医療機関の受入等の実態調査を行い、持続可能な救急医療体制について検討を
実施

※ 国事業の活用を検討

◆ 関係機関における連携体制等について協議・検討
◆ 各医療機関の地域医療構想に関する対応方針の策定、検証・見直し

令和５年度の取組

現状の把握

課題に関す
る意見交換

具体的な取
組の推進

○ 基金事業を活用した取組

◆ 地域課題等に対応するため、基金事業を展開

◆ 基金を活用した個別医療機関に対する支援

○ 在宅医療需給分析・実態調査
◆ 在宅医療について需要・供給の両面から実態を把握し、現状及び将来推計の分析を市町ごとに実施

○ 第８次医療計画への反映

◆ 持続可能な医療体制構築のための方向性を計画へ反映

【参考】
在宅医療・介護連携推進事
業

・在宅医療にかかる関係者
（市町、保健所、医療機関、
医療関係団体等）で実態及
び課題を共有

・地域の状況に応じた市町
への支援や施策を検討、実
施

情
報
の
共
有

２．地域医療構想における令和５年度の取組（方向性）
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具体的対応方
針の策定・検
証

地域医療介護
総合確保基金
事業の協議

外来病床機能
報告に関する
協議

✓ 公立公的医療機関、民間医療機関における「２０２５年に向けた具体的対
応方針」の協議を行い、それぞれの構想区域で令和５年度中の合意を目
指す

具体的対
応 方 針 ②２０２５年に持つべき医療機能ごとの病床数

①2025年を見据えた医療機関の役割・機能

✓ 医療機関が策定した具体的対応方針に基づく基金事業の活用について
協議

協議対象
事 業

①長崎県病床機能分化・連携推進事業

②地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更
に関する事業

✓ 紹介受診重点医療機関に関する協議・確認

協議対象
医療機関

①重点外来の基準を「満たす」 かつ 紹介受診重点医療機関の機
能を担う「意向なし」

②重点外来の基準を「満たさない」 かつ 紹介受診重点医療機
関の機能を担う「意向あり」

２．Ｒ５年度地域医療構想調整会議における主な協議事項

１

２

３

※将来の病床の必要量との差異について、要因の分析・評価
※構想区域全体の2025年の医療提供体制の検討

✓ 上記に加え、次期医療計画（医師確保計画・外来医療計画含む）に関する協議を実施予定

※紹介受診重点医療機関の公表（７月頃）
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３．具体的対応方針の検証に関する進め方について

公 立 病 院

公的医療機関等

そ
の
他
医
療
機
関

民 間 病 院

有床診療所

公
的
医
療
機
関
等

R4年度 R5年度

第1回 第2回 第1回 第2回調整会議

経営強化プラン
策定病院

2025プラン

協議・
合意 協議・

合意

協議・
合意

協議・
合意

協議・
合意

協議・
合意

※個別医療機関の具体的対応方針の見直しについては随時
協議

※個別医療機関の具体的対応方針の見直しについては随時協議

※個別医療機関の具体的対応方針の見直しについては随時協議

医療機関にお
ける検討

医療機関における検討

医療機関における検討※

※病床機能報告等より取りまとめ

医療機関に
おける検討※

※経営強化プラン策
定病院を除く

協議・
合意

協議・
合意

継
続
協
議

継
続
協
議

継
続
協
議

※個別医療機関の具体的対応方針の見直しについては随時協議

継
続
協
議

(佐世保県北)
平戸市民病院
生月病院

７～８月頃 1～2月頃
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具体的対応方針の検証に関する進め方について（令和５年度）３．

令和5年度
令和6年度

第１回（７～８月） 第２回（１～２月）

病床機能報告の分
析

・R4病床機能報（速報値）の報告 ・将来の病床必要量に係る分析結果
等の協議

将
来
の
病
床
必
要
量
に
係
る
分
析
結
果
を

踏
ま
え
、
協
議
を
継
続

公立病院経営強
化プラン・2025プラ
ンに関する協議

公立病院経営強化プラン
・医療機関による説明及び協議
2025プラン
・変更のある医療機関による説明及び
協議

（１回目で協議が整わない場合）

公立病院経営強化プラン
・医療機関による説明及び協議
2025プラン
・変更のある医療機関による説明及び
協議

具体的対応方針に
関する協議

・事務局より説明
・調整会議にて説明を求める医療機関
について協議①
・①以外の医療機関における方針の確
認

・①の医療機関による説明及び協議

個別計画に関する
協議※

・医療機関による説明及び協議 ・医療機関による説明及び協議

※保対協企画調整部会(11月頃開催予定）において、将
来の必要量に対する分析結果等の提示・協議

→ 合意 or 継続協議

→ 合意 or 継続協議

→ 合意 or 継続協議 → 合意 or 継続協議

→ 合意 or 継続協議

→ 合意 or 継続協議



１）具体的対応方針 ２）議論の状況

策定
状況

策定
状況

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

３．具体的対応方針

公
的
等
2
0
2
5
プ
ラ
ン

経
営
強
化
プ
ラ
ン

プラン等の策定状況 具体的対応方針（アンケートより転記） 調整会
議での
議論の
状況

合意を得
た調整会
議の開催

日

2025年の病床数の方針 基
金
の
活
用
予
定

担うべき役割

備考

介
護
保
険
施
設

等
へ
移
行

休
棟
・
廃
止
等

４
機
能
の
合
計

休
棟
・
廃
止
等

介
護
保
険
施
設

等
へ
移
行

４
機
能
の
合
計

在
宅
医
療

医
師
の
派
遣
機
能

研
修
医
の
受
入

災
害

周
産
期

小
児

救
急

離
島
・
へ
き
地

糖
尿
病

心
血
管
疾
患

脳
卒
中

が
ん

令和4年7月1日の病床数そ
の
他
の
医
療
機
関

１．基本情報

３）令和3年度病床機能報告の内容

一
般・
療養
計

一般 療養

その
他
計 精神 結核 感染症

合
計

２．現状の役割、機能等

そ
の
他

在
宅

小
児

周
産
期

へ
き
地

災
害

救
急

精
神
疾
患

糖
尿
病

心
血
管
疾
患

脳
卒
中

が
ん

分娩件
数

救急車
受入件
数

（令和3年7月1日時点の機能別の病床数） 令和3年の診療実績等

構想区
域名

許可病床数 機能

医師数
(常勤+
非常勤
(常勤換
算))

休
棟
中
等

慢
性
期

回
復
期

急
性
期

高
度
急
性
期

特定
機能
病院

地域
医療
支援
病院

１）第７次医療計画における役割

総合
入院
体制
加算

在宅
療養
支援
病院

在宅
療養
後方
支援
病院

診療報酬届出病院・
診療所

病床機能報告より転記病院アンケートより転記

 各医療機関が策定した具体的対応方針等について、それぞれの構想区域で協議を行い、令和５年度中の合意
を目指す

 2025年に向けた対応方針の協議においては、各医療機関の意向を尊重し合意形成を図ることとするが、引き続
き2040年を見据えた質が高く効率的で持続可能な医療提供に向けた機能分化・連携の議論を継続する

基本的方針

３．具体的対応方針の検証に関する進め方について
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◆具体的対応方針の協議のポイント（例）

✓ 公立病院経営強化プラン、公的医療機関等2025プラン、具体的対応方針（個別病院）につ

いて、上記のポイントに基づき確認・協議を実施

✓ 協議済みとなった医療機関についても、構想区域内の医療機関の診療実績や将来の医療需要

の動向を踏まえて、毎年度、地域医療構想調整会議において協議を行うこととし、必要に応じて

見直しを行う

区分 協議内容 ポイント

①公立病院経営強化プ
ラン策定病院

①2025年に向け検討し
ている医療機能

②2025年に向け検討し
ている病床機能

③非稼働病床の状況

・公でしか担えない分野に重点化されてい
るか

・過剰な機能への転換予定がないか

・非稼働病床への対応について

・再編統合、建替計画等について

②公的医療機関等
2025プラン策定病院
＊公立病院経営強化プラン
策定病院を除く

③その他病院（民間病
院）

・過剰な機能への転換予定がないか

・非稼働病床への対応

・再編統合、建替計画等について

３．具体的対応方針の検証に関する進め方について
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構想区域における医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向を踏まえ、当該医療機関が担う

べき役割や機能について、見直しの必要性がないか確認を行う。

＊公立病院に期待されている役割

① 山間へき地・離島など民間医療機関の立地が困難な過疎地等における一般医療の提供

② 救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に関わる医療の提供

③ 県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある高度・先進医療の提供

④ 研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能

◆ 公でしか担えない分野に重点化されているか（公的医療機関等）

◆ 過剰な病床への転換計画について

当該医療機関が地域において担っている役割や、地域の医療機関との機能分化・連携の状況、将

来の医療需要の動向等を考慮し、転換の必要性について協議を行う

３．具体的対応方針の検証に関する進め方について

10



◆ 非稼働病棟への対応について

非稼働病棟の再稼働については、当該医療機関の医療従事者の確保方針や、その他の医療機関

の診療実績・将来の医療需要の動向等を考慮し、再稼働の必要性について協議を行う

＊非稼働病棟・・・１年間に一度も入院患者を収容しなかった病床のみで構成される病棟

◆ 再編統合・建替計画等について

再編統合や建替については、構想区域において担うべき医療機関としての役割や機能が大きく変動

する契機となることから、構想区域の医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向等を踏まえた協

議を行う

◆ 病床削減・機能転換等について

病床削減や機能転換等の際、地域医療介護総合確保基金の活用を希望する場合は、当該計画

が地域医療構想の実現を目的としたものであるか協議を行う

３．具体的対応方針の検証に関する進め方について
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（参考）
医療計
画

地域医
療構想
調整会
議等

R５年度
の取組

基金事業

救急・在宅にかかる調査分析

地域医療構想にかかる令和５年度の取組（スケジュール）

■
保対協（企画
調整部会）①

R５年度

R５事業募集（病床機能分化・連携、
病床機能再編支援補助金） ヒアリング・調整会議にて協議

R６事業提案募集

基金WGにて協議R６年度

内示・交付申請・交付決定・給付

県予算編成作業
国ヒア
リング
■

調整会議等

・病床機能報告の確認
・具体的対応方針等の
協議
・外来機能報告に関する
協議 等

・具体的対応方針等の協議
・外来機能報告等の協議
・R６年度に向けた協議 等

各部会

■医療審議会

■保対協（企画
調整部会） ②

■保対協（企画
調整部会）③

■
医療審議会

各部会

方針作成 骨子案作成 素案作成 原案作成

調整会議等

地域医療構想にかかる
データ分析

協議に反映
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■
保対協




